
 

農業委員会法７条「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」 

令和５年度三宅村農業委員会活動指針 
 

令和５年３月２７日 

三宅村農業委員会 

 

１ 基 本 方 針 

  平成２８年４月の改正農業委員会法の施行により、農業委員会はこれまで

の法令事務に加え、「農地等の利用の最適化の推進」が必須事務とされ、遊休

農地の発生防止・解消、農地の集積・集約化、新規参入の促進を推進し、農

業委員会活動を活性化することが求められている。そのため、東京都農業会

議の令和５年度農業委員会活動推進要領に準拠し、農業委員会活動の推進を

図る。 

また、農業の発展に向けて、農地制度を地域農業者へ周知を図りながら、

新たな担い手の確保・育成、遊休農地の発生防止・解消、農地の利用集積・

集約化、新規参入の促進等に積極的に取り組むこととする。 

 

２．活動計画等 

 ① 遊休農地の解消 

 １）農地中間管理事業等の周知と活用及び農地の有効利用の推進 

 ２）農地利用状況調査の実施（年１回、全筆調査） 

 ３）農地利用意向調査の実施、農地所有者の戸別調査及び耕作または貸借等

の希望調査 

 ４）日常における農地の見まわりや確認及び農地状況の的確な把握 

 

 ② 担い手の育成活動 

 １）定年退職後でも新規就農できる基盤体制づくり 

 ２）新規就農者に対する農地流動化の斡旋等の支援活動 

 ３）三宅村担い手育成総合支援協議会の委員出席 

 ４）三宅島農業後継者対策実行委員会の委員出席 

５）認定農業者への斡旋可能な農地の情報提供 

 

 ③ 情報活動の推進 

 １）認定農業者及び農地所有者に対する農業経営基盤強化促進法など農地利

用促進制度の周知 

 ２）農業情勢や農地制度などの周知 

 ３）農業委員会だよりを発行し、農地制度や地域農業等の情報を周知 

   （年１回～２回） 

 

 ④ 農業振興地域整備促進 

 １）三宅村農業振興地域整備促進協議会の委員出席 

 ２）農業振興地域整備に関する計画策定及び変更 

 ３）農業振興地域整備計画の事業の推進 



 

 ⑤ 活動記録カード集約 

１） 活動記録カード作成・提出の徹底 

（一人当たり月６枚以上を目標とする。） 

 ２）日常の農地パトロールの実施及び耕作状況等の把握 

 ３）農家の意見、情報の収集及び地域農業の状況を把握 

 

 ⑥ 認定農業者支援活動 

 １）認定農業者及び青年就農者制度の推進 

（令和４年５月１６日現在１９経営体（２２名）を認定） 

（令和４年５月１６日現在 ５経営体（ ６名）を青年就農者認定） 

 ２）地域リーダーを中心とし、営農グループ育成の支援体制の確立 

 ３）認定農業者等の担い手を集め農業委員会や関係者を交えた意見交換会、

座談会の開催。 

※認定農業者の支援策、農業情勢、農地制度税制改正など様々な知識、

情報を伝える機会にする 

 ４）認定農業者を対象に地域農業の活性化及び新たな農業経営を促進する研

修会、セミナー等の開催 

 ５）認定農業者への斡旋可能な農地の情報提供 

 

 ⑦ 地産地消活動 

 １）地産地消に対する積極的な取り組み 

 ２）学校給食や老人ホームなどへの情報提供 

 ３）イベントを通して島内・島外への農産物ＰＲ活動 

 ４）計画的な出荷体制への推進活動 

 ５）三宅島に適した新品種の相談窓口の設置 

 

 ⑧ 農業者年金加入促進（新規加入者目標 ２人） 

 １）新規加入者の確保のための運動促進 

 ２）制度を幅広く周知するため、加入対象者である２０歳から５０歳代まで   

の全農業者に対する加入推進 

 ３）農業者年金制度推進研究会の参加 

 

３ 最適化指針の具体的な目標、評価方法について 

 農地等の利用の最適化に関する指針として、以下の３項目について取り組む

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

① 遊休農地の発生防止・解消 

（１）目標 

 管内の農地面積(A) 遊休農地面積(B) 遊休農地の割合(B/A) 

現   状 

（令和５年４月） 

 

         ９２   ha 

 

        ２７   ha 

 

      ２９．３  ％ 

３年後の目標 

（令和８年４月） 

 

         ９２   ha 

 

        ２４   ha 

 

      ２６．１   ％ 

目   標 

（令和１０年４月） 

 

         ９２   ha 

 

        ２２   ha 

 

      ２３．９  ％ 

 

（２）推進方法：上記２①の取り組みを通し推進する。 

（３）評価方法：遊休農地の割合により評価する。 

単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の

推進等について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化

の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。 

 

② 担い手への農地利用の集積・集約化 

（１）目標 

 管内の農地面積(A) 集積面積(B) 集積率(B/A) 

現   状 

（令和５年４月） 

 

        ９２   ha 

 

     １９．６  ha 

 

      ２１．３   ％ 

３年後の目標 

（令和８年４月） 

 

        ９２   ha 

 

     ２２．６  ha 

 

      ２４．６   ％ 

目   標 

（令和１０年４月） 

 

        ９２ ha 

 

     ２４．６  ha 

 

      ２６．７ ％ 

 

（２）推進方法：上記２②及び⑥の取り組みを通し推進する。 

（３）評価方法：農地の集積率により評価する。 

単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の

推進等について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化

の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。 

 

③ 新規参入の促進 

（１）目標 

 

 

新規参入者数（個人） 

（新規参入者取得面積） 

  新規参入者数（法人） 

（新規参入者取得面積） 

現   状 

（令和５年４月） 

        １ 人 

（        １  ha） 

                ０  法人 

（       ０   ha） 

３年後の目標 

（令和８年４月） 

                ３  人 

（              ３  ha） 

                ０  法人 

（              ０   ha） 

目   標 

（令和１０年４月） 

                ５  人 

（              ５  ha） 

                ０ 法人 

（              ０  ha） 

 



 

（２）推進方法：上記２②の取り組みを通し推進する。 

（３）評価方法：新規参入者の数により評価する。 

単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の

推進等について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化

の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとする。 

 


